
 お得意様各位におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。                     

 また、日ごろより荻野化成をご愛顧いただき、厚く御礼申し上げます。                        

 さて、2018年6月に、厚生労働省が関係政令・省令等を一部改正した事により2019年2月1日以降、一定

の作業においてはフルハーネス型の安全帯（墜落制止用器具）を、労働者に使用させることや、当該労働者に

対し特別教育を行うことが事業者に義務付けられております。今回開催の特別教育は今後の高所作業におい

て、フルハーネス安全帯を使用するにあたり必須の講習となっております。 

 昨年実施しました友の会会員アンケートにおいても実施要請がも多くありましたので、友の会特別例会とし

て再企画いたしました。まだ特別教育を受講されていない方は、この機会にぜひご参加いただき、お仕事に

役立てて頂ければ幸いです。皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。     

フルハーネスまたは胴ベルトの使用経験が6か月以上ある方が対象 

 ＊Zoomでの開催となります。 

※フルハーネスのご用意をお願いします

住所・会社名・名前・ふりがな・生年月日・電話番号をご記入の上、  

  nomiyama@oginokasei.co.jp にメールをお願い致します。 

   （後日、特別教育修了証を送付するのに必要です） 

  こちらから、参加方法・講習料のお支払方法をお送り致します

ご入金確認後、講習会当日までにテキストを送付させて頂きます。 

    ※お問い合わせ 荻野化成友の会 事務局 眞田・野見山 

          TEL：046-834-2801
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